
JP 5000759 B2 2012.8.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユニキャストサービス及びブロードキャスト／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の
多重モードにおいてパイロット信号をマッピングするための方法であって、
　該ユニキャストサービス及び該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルをそれぞ
れ生成するステップ、
　１サブフレームにおいて、各アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロット
シンボルが同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対する該
ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で１サブキャリア及び時間領
域で４直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルだけ互いから間隔をあけられ、同じ送信
アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互
い違いに配列されるように、該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送
信アンテナにマッピングするとともに、該ユニキャストサービスのためのパイロットシン
ボルを同時にマッピングするステップであって、該ユニキャストサービスのための制御チ
ャネルがＯＦＤＭシンボルの１列を占有している、ステップ、
　該ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重し、そ
れらを該複数の送信アンテナを介して送信するステップ、及び
　受信側で、該パイロット信号を受信し、該受信パイロット信号に基づいて、該ユニキャ
スト及びＭＢＭＳサービスのためのチャネル推定をそれぞれ実行するステップ
を備える方法。
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【請求項２】
　請求項１の方法であって、さらに、パイロットシンボルがサブフレーム内にマッピング
されないサブキャリアに、データシンボルを挿入するステップを備える方法。
【請求項３】
　請求項１の方法において、前記複数の送信アンテナの数が２である、方法。
【請求項４】
　ユニキャストサービス及びブロードキャスト／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の
多重モードにおいてパイロット信号をマッピングするための方法であって、
　該ユニキャストサービス及び該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルをそれぞ
れ生成するステップ、
　１サブフレームにおいて、各アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロット
シンボルが同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対する該
ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で２サブキャリア及び時間領
域で２直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルだけ互いから間隔をあけられ、同じ送信
アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互
い違いに配列されるように、該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送
信アンテナにマッピングするとともに、該ユニキャストサービスのためのパイロットシン
ボルを同時にマッピングするステップであって、該ユニキャストサービスのための制御チ
ャネルがＯＦＤＭシンボルの１列を占有している、ステップ、
　該ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重し、そ
れらを該複数の送信アンテナを介して送信するステップ、及び
　受信側で、該パイロット信号を受信し、該受信パイロット信号に基づいて、該ユニキャ
スト及びＭＢＭＳサービスのためのチャネル推定をそれぞれ実行するステップ
を備える方法。
【請求項５】
　請求項４の方法であって、さらに、パイロットシンボルがサブフレーム内にマッピング
されないサブキャリアに、データシンボルを挿入するステップを備える方法。
【請求項６】
　請求項４の方法において、前記複数の送信アンテナの数が２である、方法。
【請求項７】
　ユニキャストサービス及びブロードキャスト／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の
多重モードにおいてパイロット信号をマッピングするための方法であって、
　該ユニキャストサービス及び該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルをそれぞ
れ生成するステップ、
　１サブフレームにおいて、各アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロット
シンボルが同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対する該
ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で１サブキャリア及び時間領
域で３直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルだけ互いから間隔をあけられ、同じ送信
アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互
い違いに配列されるように、該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送
信アンテナにマッピングするとともに、該ユニキャストサービスのためのパイロットシン
ボルを同時にマッピングするステップであって、該ユニキャストサービスのための制御チ
ャネルがＯＦＤＭシンボルの２列を占有している、ステップ、
　該ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重し、そ
れらを該複数の送信アンテナを介して送信するステップ、及び
　受信側で、該パイロット信号を受信し、該受信パイロット信号に基づいて、該ユニキャ
スト及びＭＢＭＳサービスのためのチャネル推定をそれぞれ実行するステップ
を備える方法。
【請求項８】
　請求項７の方法であって、さらに、パイロットシンボルがサブフレーム内にマッピング
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されないサブキャリアに、データシンボルを挿入するステップを備える方法。
【請求項９】
　請求項７の方法において、前記複数の送信アンテナの数が２である、方法。
【請求項１０】
　ユニキャストサービス及びブロードキャスト／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の
多重モードにおいてパイロット信号をマッピングするための方法であって、
　該ユニキャストサービス及び該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルをそれぞ
れ生成するステップ、
　１サブフレームにおいて、各アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロット
シンボルが同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対する該
ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で２サブキャリア及び時間領
域で２直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルだけ互いから間隔をあけられ、同じ送信
アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互
い違いに配列されるように、該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送
信アンテナにマッピングするとともに、該ユニキャストサービスのためのパイロットシン
ボルを同時にマッピングするステップであって、該ユニキャストサービスのための制御チ
ャネルがＯＦＤＭシンボルの２列を占有している、ステップ、
　該ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重し、そ
れらを該複数の送信アンテナを介して送信するステップ、及び
　受信側で、該パイロット信号を受信し、該受信パイロット信号に基づいて、該ユニキャ
スト及びＭＢＭＳサービスのためのチャネル推定をそれぞれ実行するステップ
を備える方法。
【請求項１１】
　請求項１０の方法であって、さらに、パイロットシンボルがサブフレーム内にマッピン
グされないサブキャリアに、データシンボルを挿入するステップを備える方法。
【請求項１２】
　請求項１０の方法において、前記複数の送信アンテナの数が２である、方法。
【請求項１３】
　ユニキャストサービス及びブロードキャスト／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の
多重モードにおいてパイロット信号をマッピングするための方法であって、
　該ユニキャストサービス及び該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルをそれぞ
れ生成するステップ、
　１サブフレームにおいて、各アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロット
シンボルが同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対する該
ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で１サブキャリア及び時間領
域で３直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルだけ互いから間隔をあけられ、同じ送信
アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互
い違いに配列されるように、該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送
信アンテナにマッピングするとともに、該ユニキャストサービスのためのパイロットシン
ボルを同時にマッピングするステップであって、該ユニキャストサービスのための制御チ
ャネルがＯＦＤＭシンボルの３列を占有している、ステップ、
　該ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重し、そ
れらを該複数の送信アンテナを介して送信するステップ、及び
　受信側で、該パイロット信号を受信し、該受信パイロット信号に基づいて、該ユニキャ
スト及びＭＢＭＳサービスのためのチャネル推定をそれぞれ実行するステップ
を備える方法。
【請求項１４】
　請求項１３の方法であって、さらに、パイロットシンボルがサブフレーム内にマッピン
グされないサブキャリアに、データシンボルを挿入するステップを備える方法。
【請求項１５】
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　請求項１３の方法において、前記複数の送信アンテナの数が２である、方法。
【請求項１６】
　ユニキャストサービス及びブロードキャスト／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の
多重モードにおいてパイロット信号をマッピングするための方法であって、
　該ユニキャストサービス及び該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルをそれぞ
れ生成するステップ、
　１サブフレームにおいて、各アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロット
シンボルが同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対する該
ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で２サブキャリア及び時間領
域で３直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルだけ互いから間隔をあけられ、同じ送信
アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互
い違いに配列されるように、該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送
信アンテナにマッピングするとともに、該ユニキャストサービスのためのパイロットシン
ボルを同時にマッピングするステップであって、該ユニキャストサービスのための制御チ
ャネルがＯＦＤＭシンボルの３列を占有している、ステップ、
　該ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重し、そ
れらを該複数の送信アンテナを介して送信するステップ、及び
　受信側で、該パイロット信号を受信し、該受信パイロット信号に基づいて、該ユニキャ
スト及びＭＢＭＳサービスのためのチャネル推定をそれぞれ実行するステップ
を備える方法。
【請求項１７】
　請求項１６の方法であって、さらに、パイロットシンボルがサブフレーム内にマッピン
グされないサブキャリアに、データシンボルを挿入するステップを備える方法。
【請求項１８】
　請求項１６の方法において、前記複数の送信アンテナの数が２である、方法。
【請求項１９】
　ユニキャストサービス及びブロードキャスト／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の
多重モードにおいてパイロット信号をマッピングするための装置であって、
　該ユニキャストサービス及び該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを生成す
るためのパイロットシンボル生成器、
　複数の送信アンテナに対して、該パイロットシンボル生成器から供給されたパイロット
シンボルに基づいて、ユニキャストサービスのチャネル推定のためのパイロットシンボル
をマッピングするためのユニキャストパイロットシンボルテンプレート生成器、
　該パイロットシンボル生成器から供給されたパイロットシンボルに基づいて、１サブフ
レームにおいて、各アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが
同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対する該ＭＢＭＳサ
ービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で所定のサブキャリア数及び時間領域で
所定の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボル数だけ互いから間隔をあけられ、同じ送
信アンテナに対する該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って
互い違いに配列されるように、該ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の
送信アンテナにマッピングするとともに、該ユニキャストサービスのためのパイロットシ
ンボルを同時にマッピングするためのＭＢＭＳパイロットシンボルテンプレート生成器、
及び
　該ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重するた
めのパイロット信号合成器
を備えた装置。
【請求項２０】
　請求項１９の装置において、前記ユニキャストサービスのための制御チャネルが少なく
ともＯＦＤＭシンボルの１列又は最大でＯＦＤＭシンボルの３列を占有するものである、
装置。
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【請求項２１】
　請求項１９又は２０の装置であって、さらに、データシンボルを生成するためのデータ
シンボル生成器を備え、前記サブフレーム内にパイロットシンボルがマッピングされない
サブキャリアに該データシンボルが挿入される、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユニキャストサービス及びブロードキャスト／マルチキャストサービスの多
重モードにおいてパイロット信号をマッピングするための方法及び装置に関し、特に、マ
ルチアンテナシステムにおいてユニキャストサービス及びブロードキャスト／マルチキャ
ストサービスのためのパイロット信号をユニキャストサービス及びブロードキャスト／マ
ルチキャストサービスの多重モードでマッピングするための方法及び装置であって、それ
によりマルチ送信アンテナシステムに適したパイロット信号を提供し、データスループッ
トを向上し、より高い性能ゲインを達成することができるような方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッププロジェクト）は２００５年にＬＴＥ（ロングタ
ームエボリューション）を立ち上げ、それはより高いデータスループット及びより良いネ
ットワーク性能でのオペレータ及び加入者からの増大する要件に対するサポートを提供す
ることを目的とする。
【０００３】
　ＭＢＭＳ（マルチメディアブロードキャスト／マルチキャストサービス）は、単一のデ
ータ源から複数の加入者にデータを送信する一対多ポイントサービスとして、ネットワー
ク（コアネットワーク及びアクセスネットワークを含む）リソースを共有して同一の要件
を持つより多くのマルチメディア加入者に、より少ないリソースでサービスを提供するよ
うに、３ＧＰＰ　Ｒｅｌ.６において導入される。無線アクセスネットワークにおいて、
ＭＢＭＳサービスは、公衆伝送チャネル及び公衆無線ベアラを用いることによって、メッ
セージタイプの純テキストといった低いレートのマルチキャスト及びブロードキャスト並
びにモバイルＴＶフォンのようなマルチメディアサービスの高いレートのマルチキャスト
及びブロードキャストの両方を実施する。
【０００４】
　現在、３ＧＰＰは単一アンテナでのユニキャストサービス及びブロードキャスト／マル
チキャストサービスのためにそれぞれのパイロット信号マッピング方法、即ち、単一のア
ンテナを介してパイロット信号を送信するための方法を開発してきた。
【０００５】
　ＬＴＥはエンハンストＭＢＭＳサービス（Ｅ－ＭＢＭＳ）のサポートを推奨する。Ｅ－
ＭＢＭＳはユニキャストサービスでキャリアを共有でき、個別のキャリア、即ち、個別の
大きなセルカバレッジモードを用いることもできる。ユニキャスト及びＭＢＭＳサービス
のコンパクトな統合によって加入者に更に効率的な態様でサービスを提供することができ
る。
【０００６】
　既存のプロトコルでは、Ｅ－ＭＢＭＳに関連するパイロット信号は単一の送信アンテナ
に対してマッピングされる。Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスのＴＤＭ（時分割多
重）の場合では、２つのタイプのパイロット信号がＥ－ＭＢＭＳサブフレーム内に配置さ
れ、一方のタイプはＥ－ＭＢＭＳチャネル推定用に使用され、他方のタイプはチャネル復
号を制御するためのユニキャストサービスパイロットシンボル用に使用される。現在では
、パイロットテンプレートが、ユニキャストサービス及びＥ－ＭＢＭＳの混在する共存を
考慮して単一の送信アンテナの状況に基づいて各々指定される。即ち、２つのタイプのサ
ービスがサブフレームレベルで時分割多重化される。しかし、マルチ送信アンテナに基づ
くパイロット信号マッピングはＥ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスのＴＤＭの場合で
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は検討されてこなかった。
【０００７】
　２以上の送信アンテナがある場合に、受信側でそれぞれのチャネル推定が受信パイロッ
ト信号に基づいてＥ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービス双方について実行されるように
、どのようにパイロット信号をＥ－ＭＢＭＳサブフレームにおいて設定してそれらを送信
アンテナにマッピングするかについての提案は未だない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の課題は、Ｅ－ＭＢＭＳサービス及びユニキャストサービスの時分割多重モード
でパイロット信号を生成するための方法及び装置であって、受信側が受信パイロット信号
に基づいてＥ－ＭＢＭＳサービス及びユニキャストサービスそれぞれについてチャネル推
定を実行できるように２つのタイプのパイロット信号を複数の送信アンテナにマッピング
してパイロット信号を送信するものを提供することである。
【０００９】
　上記の課題を達成するために、本発明の側面はユニキャストサービス及びマルチメディ
アブロードキャスト／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の多重モードにおいてパイロ
ット信号をマッピングするための方法を提供することである。その方法は、
　ユニキャストサービス及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルをそれぞれ生
成するステップ、
　１サブフレームにおいて、各アンテナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシ
ンボルが同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対するＭＢ
ＭＳサービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で１サブキャリア及び時間領域で
４直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルだけ互いから間隔をあけられ、同じ送信アン
テナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互い違い
に配列されるように、ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送信アンテ
ナにマッピングするとともに、ユニキャストサービスのためのパイロットシンボルを同時
にマッピングするステップであって、ユニキャストサービスのための制御チャネルがＯＦ
ＤＭシンボルの１列を占有している、ステップ、
　ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重し、それ
らを複数の送信アンテナを介して送信するステップ、及び
　受信側で、パイロット信号を受信し、受信パイロット信号に基づいて、ユニキャスト及
びＭＢＭＳサービスのためのチャネル推定をそれぞれ実行するステップ
を備える。
【００１０】
　本発明の他の側面は、ユニキャストサービス及びマルチメディアブロードキャスト／マ
ルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の多重モードにおいてパイロット信号をマッピングす
るための方法を提供することである。その方法は、
　ユニキャストサービス及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルをそれぞれ生
成するステップ、
　１サブフレームにおいて、各アンテナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシ
ンボルが同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対するＭＢ
ＭＳサービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で２サブキャリア及び時間領域で
２直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルだけ互いから間隔をあけられ、同じ送信アン
テナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互い違い
に配列されるように、ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送信アンテ
ナにマッピングするとともに、ユニキャストサービスのためのパイロットシンボルを同時
にマッピングするステップであって、ユニキャストサービスのための制御チャネルがＯＦ
ＤＭシンボルの１列を占有している、ステップ、
　ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重し、それ
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らを複数の送信アンテナを介して送信するステップ、及び
　受信側で、パイロット信号を受信し、受信パイロット信号に基づいて、ユニキャスト及
びＭＢＭＳサービスのためのチャネル推定をそれぞれ実行するステップ
を備える。
【００１１】
　本発明の更なる側面は、ユニキャストサービス及びマルチメディアブロードキャスト／
マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の多重モードにおいてパイロット信号をマッピング
するための方法を提供することである。その方法は、
　ユニキャストサービス及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルをそれぞれ生
成するステップ、
　１サブフレームにおいて、各アンテナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシ
ンボルが同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対するＭＢ
ＭＳサービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で１サブキャリア及び時間領域で
３直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルだけ互いから間隔をあけられ、同じ送信アン
テナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互い違い
に配列されるように、ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送信アンテ
ナにマッピングするとともに、ユニキャストサービスのためのパイロットシンボルを同時
にマッピングするステップであって、ユニキャストサービスのための制御チャネルがＯＦ
ＤＭシンボルの２列を占有している、ステップ、
　ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重し、それ
らを複数の送信アンテナを介して送信するステップ、及び
　受信側で、パイロット信号を受信し、受信パイロット信号に基づいて、ユニキャスト及
びＭＢＭＳサービスのためのチャネル推定をそれぞれ実行するステップ
を備える。
【００１２】
　本発明の更なる側面は、ユニキャストサービス及びマルチメディアブロードキャスト／
マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の多重モードにおいてパイロット信号をマッピング
するための方法を提供することである。その方法は、
　ユニキャストサービス及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルをそれぞれ生
成するステップ、
　１サブフレームにおいて、各アンテナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシ
ンボルが同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対するＭＢ
ＭＳサービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で２サブキャリア及び時間領域で
２直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルだけ互いから間隔をあけられ、同じ送信アン
テナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互い違い
に配列されるように、ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送信アンテ
ナにマッピングするとともに、ユニキャストサービスのためのパイロットシンボルを同時
にマッピングするステップであって、ユニキャストサービスのための制御チャネルがＯＦ
ＤＭシンボルの２列を占有している、ステップ、
　ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重し、それ
らを複数の送信アンテナを介して送信するステップ、及び
　受信側で、パイロット信号を受信し、受信パイロット信号に基づいて、ユニキャスト及
びＭＢＭＳサービスのためのチャネル推定をそれぞれ実行するステップ
を備える。
【００１３】
　本発明の更なる側面は、ユニキャストサービス及びマルチメディアブロードキャスト／
マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の多重モードにおいてパイロット信号をマッピング
するための方法を提供することである。その方法は、
　ユニキャストサービス及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルをそれぞれ生
成するステップ、
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　１サブフレームにおいて、各アンテナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシ
ンボルが同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対するＭＢ
ＭＳサービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で１サブキャリア及び時間領域で
３直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルだけ互いから間隔をあけられ、同じ送信アン
テナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互い違い
に配列されるように、ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送信アンテ
ナにマッピングするとともに、ユニキャストサービスのためのパイロットシンボルを同時
にマッピングするステップであって、ユニキャストサービスのための制御チャネルがＯＦ
ＤＭシンボルの３列を占有している、ステップ、
　ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重し、それ
らを複数の送信アンテナを介して送信するステップ、及び
　受信側で、パイロット信号を受信し、受信パイロット信号に基づいて、ユニキャスト及
びＭＢＭＳサービスのためのチャネル推定をそれぞれ実行するステップ
を備える。
【００１４】
　本発明の更なる側面は、ユニキャストサービス及びマルチメディアブロードキャスト／
マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）の多重モードにおいてパイロット信号をマッピング
するための方法を提供することである。その方法は、
　ユニキャストサービス及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルをそれぞれ生
成するステップ、
　１サブフレームにおいて、各アンテナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシ
ンボルが同じ時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対するＭＢ
ＭＳサービスのためのパイロットシンボルが周波数領域で２サブキャリア及び時間領域で
３直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルだけ互いから間隔をあけられ、同じ送信アン
テナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互い違い
に配列されるように、ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送信アンテ
ナにマッピングするとともに、ユニキャストサービスのためのパイロットシンボルを同時
にマッピングするステップであって、ユニキャストサービスのための制御チャネルがＯＦ
ＤＭシンボルの３列を占有している、ステップ、
　ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重し、それ
らを複数の送信アンテナを介して送信するステップ、及び
　受信側で、パイロット信号を受信し、受信パイロット信号に基づいて、ユニキャスト及
びＭＢＭＳサービスのためのチャネル推定をそれぞれ実行するステップ
を備える。
【００１５】
　本発明の更なる側面は、　ユニキャストサービス及びブロードキャスト／マルチキャス
トサービス（ＭＢＭＳ）の多重モードにおいてパイロット信号をマッピングするための装
置を提供することである。その装置は、
　ユニキャストサービス及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを生成するた
めのパイロットシンボル生成器、
　複数の送信アンテナに対して、パイロットシンボル生成器から供給されたパイロットシ
ンボルに基づいて、ユニキャストサービスのチャネル推定のためのパイロットシンボルを
マッピングするためのユニキャストパイロットシンボルテンプレート生成器、
　パイロットシンボル生成器から供給されたパイロットシンボルに基づいて、１サブフレ
ームにおいて、各アンテナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが同じ
時間領域において互いに隣接して配列され、同じ送信アンテナに対するＭＢＭＳサービス
のためのパイロットシンボルが周波数領域で所定のサブキャリア数及び時間領域で所定の
直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボル数だけ互いから間隔をあけられ、同じ送信アン
テナに対するＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルが時間領域に沿って互い違い
に配列されるように、ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを複数の送信アンテ
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ナにマッピングするとともに、ユニキャストサービスのためのパイロットシンボルを同時
にマッピングするためのＭＢＭＳパイロットシンボルテンプレート生成器、及び
　ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボルを時分割多重するため
のパイロット信号合成器
を備える。
【００１６】
　本発明のマルチ送信アンテナシステムにパイロット信号をマッピングするための方法に
よると、受信側が受信パイロット信号に基づいてユニキャスト及びＭＢＭＳサービスそれ
ぞれについてのチャネル推定を実行できる。
　本発明の上記及び他の課題、特徴及び有利な効果は図面を参照して以降の好ましい実施
例の記載からより明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１ａ】本発明の種々の実施例による、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの多重
モードにおいて複数の送信アンテナにパイロット信号をマッピングするためのそれぞれの
配列を示す概略図である。
【図１ｂ】本発明の種々の実施例による、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの多重
モードにおいて複数の送信アンテナにパイロット信号をマッピングするためのそれぞれの
配列を示す概略図である。
【図１ｃ】本発明の種々の実施例による、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの多重
モードにおいて複数の送信アンテナにパイロット信号をマッピングするためのそれぞれの
配列を示す概略図である。
【図１ｄ】本発明の種々の実施例による、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの多重
モードにおいて複数の送信アンテナにパイロット信号をマッピングするためのそれぞれの
配列を示す概略図である。
【図１ｅ】本発明の種々の実施例による、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの多重
モードにおいて複数の送信アンテナにパイロット信号をマッピングするためのそれぞれの
配列を示す概略図である。
【図１ｆ】本発明の種々の実施例による、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの多重
モードにおいて複数の送信アンテナにパイロット信号をマッピングするためのそれぞれの
配列を示す概略図である。
【図２】図２は本発明の実施例による、ユニキャスト及びブロードキャスト／マルチキャ
ストパイロット信号をマッピングするための装置のブロック図である。
【図３】図３は本発明の実施例による、ユニキャスト及びブロードキャスト／マルチキャ
ストパイロット信号をサブフレームにマッピングするための方法のフローチャートである
。
【図４】図４は本発明の実施例による、ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスの多重モード
において複数の送信アンテナにパイロット信号をマッピングするための方法のフローチャ
ートである。
【図５】図５ａ及び５ｂはそれぞれ本発明の実施例によってマッピングされたパイロット
信号によって得られるブロックエラーレート（ＢＬＥＲ）及びデータスループットを示す
概略図である。
【図６】図６ａ及び６ｂはそれぞれ本発明の実施例によってマッピングされたパイロット
信号によって得られるＢＬＥＲ及びデータスループットを示す概略図である。
【図７】図７ａ及び７ｂはそれぞれ本発明の実施例によってマッピングされたパイロット
信号によって得られるＢＬＥＲ及びデータスループットを示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の好ましい実施例の詳細な説明が図面との関連において以下に与えられる。説明
では、本発明の上記の課題、特徴及び有利な効果が不明瞭とならないように本発明に不要



(10) JP 5000759 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

な詳細及び機能は省略されている。
【００１９】
　マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）チャネルの１
６.６７μｓの長いサイクリックプレフィクス（ＣＰ）から得られる高い周波数選択性に
起因して、パイロットサブキャリア間隔はユニキャストにおけるよりも小さい。
【００２０】
　従来技術では、Ｅ－ＭＢＭＳサブフレームのせいぜい最初の３個のＯＦＤＭシンボルが
ユニキャストのためのダウンリンク（ＤＬ）Ｌ１／Ｌ２制御チャネルとして使用される。
この観点で、本発明は、最初のＯＦＤＭシンボル、最初の２個のＯＦＤＭシンボル及び最
初の３個のＯＦＤＭシンボルがユニキャストにおけるＤＬＬ１／Ｌ２制御チャネルとして
使用されるような異なる状況についてマルチアンテナ環境でマルチキャストに対してパイ
ロット信号をマッピングするための種々の方法を提案する。
【００２１】
　さらに、ユニキャストのためのパイロット信号のマッピングパターンはマルチアンテナ
環境で固定される。図１ａから１ｆに示すように、２本のアンテナ環境では、ユニキャス
トにおけるアンテナ１に対するパイロットシンボルｕ１及びアンテナ２に対するパイロッ
トシンボルｕ２は、シンボルｕ１、ｕ２が互いに間隔をおくようにして、単一の間隔ｓ１
でそれぞれ異なるサブキャリアにマッピングされる。パイロットシンボルｕ１、ｕ２の各
対間のサブキャリアの数は一定に保たれ、例えば、図１ａに示すようにｕ１とｕ２の間に
２個のサブキャリアがある。
【００２２】
　Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおいて複数の送信アンテ
ナにパイロット信号をマッピングする種々の実施例を、図１ａから１ｆを参照して説明す
る。ここでは横軸は時間領域を表し、縦軸は周波数領域を表す。各ＴＴＩは２つのタイム
スロットを含むことができる単一のサブフレームを表す。各サブフレームは複数の間隔に
分割され、その各々は１つのＯＦＤＭシンボルと時間の長さが等しい。本実施例では、各
サブフレームは、左から右に続くｓ１、ｓ２、ｓ３・・・ｓ１０、ｓ１１及びｓ１２のよ
うな１２個の間隔を含むことができる。間隔は、周波数領域で上から下に続くｆ１、ｆ２
、ｆ３・・・のような異なる周波数においてサブキャリアに対応する。図１ａから１ｆで
は、各ブロックは時間領域では１つのＯＦＤＭシンボルを、周波数領域では１つのサブキ
ャリアを表す。
【００２３】
　図１ａから１ｆでは、「縦縞」パターンはユニキャスト用にアンテナ１にマッピングさ
れるパイロット信号ｕ１を表し、「格子」パターンはユニキャスト用にアンテナ２にマッ
ピングされるパイロット信号ｕ２を表し、「右上り斜線」パターンはブロードキャスト／
マルチキャスト用にアンテナ１にマッピングされるパイロット信号Ｍ１を表し、「右下り
斜線」パターンはブロードキャスト／マルチキャスト用にアンテナ２にマッピングされる
パイロット信号Ｍ２を表す。図１ａから１ｆにおいて空白ブロックはデータが満たされる
べき場所を示す。
【００２４】
　なお、本発明の実施例では２つのアンテナが、それらのアンテナにパイロット信号をマ
ッピングするための方法を例示するために例として取り挙げられる。当業者には、本発明
が特定の例に限定されず、本発明の基本的な考え方は２以上のアンテナを持つあらゆるマ
ルチ送信アンテナシステムに適用できることが分かるはずである。
【００２５】
　ここで、パイロット信号マッピングの第１の実施例を図示する図１ａを参照する。図１
ａは単一サブフレーム内のパイロット信号マッピングのための配列を示す。ユニキャスト
用のＤｌＬ１／Ｌ２制御チャネルは、図１ａに示すように時間領域で左から右の方向に沿
う最初の間隔を占有する。アンテナ１に対するパイロットシンボルｕ１及びアンテナ２に
対するパイロットシンボルｕ２は、シンボルｕ１、ｕ２が互いに間隔をおくようにして、
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単一の間隔ｓ１でそれぞれ異なるサブキャリアにマッピングされる。パイロットシンボル
ｕ１、ｕ２の各対間のサブキャリアの数は一定に保たれ、例えば、図１ａに示すようにｕ
１とｕ２の間に２個のサブキャリアがある。
【００２６】
　そして、制御チャネルの直後に、Ｅ－ＭＢＭＳにおけるアンテナ１に対するパイロット
シンボルＭ１及びアンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２がサブフレームに個別にマ
ッピングされる。図１ａに示すように、アンテナ１に対するパイロットシンボルＭ１は周
波数領域方向に沿って１サブキャリアの間隔があけられる。即ち、パイロットシンボルＭ
１は２サブキャリアの周期を有する。アンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２も周波
数領域方向に沿って１サブキャリアの間隔があけられ、即ち、パイロットシンボルＭ２も
２サブキャリアの周期を有する。さらに、アンテナ１に対するパイロットシンボルＭ１及
びアンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２は単一の間隔ｓにマッピングされ互いに隣
接している。各アンテナに対するパイロットシンボルは時間領域方向に４ＯＦＤＭシンボ
ルの間隔があけられる。即ち、各アンテナに対するパイロットシンボルは時間領域方向に
５ＯＦＤＭシンボルの周期を有する。同一のアンテナに対するパイロットシンボルは時間
領域について互い違いに配列される。
【００２７】
　具体的には、図１ａに示すサブフレームでは、パイロットシンボルＭ１及びＭ２は間隔
ｓ２において互いに隣接してマッピングされ、即ち、Ｍ１及びＭ２は周波数領域で互いに
隣接する。そしてパイロットシンボルＭ１及びＭ２は間隔ｓ２から４間隔離れた間隔ｓ７
において互いに隣接してマッピングされる。同一のアンテナに対するパイロットシンボル
は時間領域において互い違いに配列される。即ち、アンテナ１に対するパイロットシンボ
ルＭ１は互い違いに間隔ｓ２及びｓ７にマッピングされる。同様に、アンテナ２に対する
パイロットシンボルＭ２は互い違いに間隔ｓ２及びｓ７にマッピングされる。そして、パ
イロットシンボルＭ１及びＭ２は間隔ｓ７から４間隔離れた間隔ｓ１１に互いに隣接して
マッピングされる。同一のアンテナに対するパイロットシンボルは間隔ｓ７及びｓ１１に
互い違いに配列される。このように、Ｅ－ＭＢＭＳに対するパイロットシンボルは２つの
アンテナに対して１つのサブフレームにマッピングされる。
【００２８】
　従って、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおいてパイロッ
ト信号を１つのサブフレーム内にマッピングするプロセスが完了し、ＴＴＩが形成される
。次のフレーム内にＥ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービス用のパイロット信号をマッピ
ングするプロセスは上記のプロセスと同一である。
【００２９】
　Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおけるパイロット信号マ
ッピングの第２の実施例を図示する図１ｂを参照する。図１ｂは単一サブフレーム内での
パイロット信号マッピングのための配列を示す。ユニキャスト用のＤＬＬ１／Ｌ２制御チ
ャネルは、図１ｂに示すように時間領域で左から右の方向に沿う最初の間隔を占有する。
ここで、ユニキャスト用のパイロット信号は第１の実施例と同じ態様でマッピングされる
。説明の簡明化のため、第１の実施例と同じ内容の記載は省略する。
【００３０】
　制御チャネルの直後に、Ｅ－ＭＢＭＳにおけるアンテナ１に対するパイロットシンボル
Ｍ１及びアンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２はサブフレームに個別にマッピング
される。図１ｂに示すように、アンテナ１に対するパイロットシンボルＭ１は周波数領域
方向に沿って２サブキャリアの間隔があけられる。即ち、パイロットシンボルＭ１は３サ
ブキャリアの周期を有する。アンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２も２サブキャリ
アの間隔があけられ、即ち、パイロットシンボルＭ２も３サブキャリアの周期を有する。
さらに、アンテナ１に対するパイロットシンボルＭ１及びアンテナ２に対するパイロット
シンボルＭ２は単一の間隔ｓに互いに隣接してマッピングされ、隣接するパイロットシン
ボルＭ１、Ｍ２の各対は、図１ｂの空白間隔として示すように、１サブキャリアの間隔が
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あけられる。各アンテナに対するパイロットシンボルは時間領域方向で２ＯＦＤＭシンボ
ルの間隔があけられる。即ち、各アンテナに対するパイロットシンボルは時間領域方向で
３ＯＦＤＭシンボルの周期を有する。同一のアンテナに対するパイロットシンボルは時間
領域において互い違いに配列される。
【００３１】
　具体的には、図１ｂに示すサブフレームでは、アンテナ１に対するパイロットシンボル
Ｍ１は３サブキャリアの周期で間隔ｓ２にマッピングされ、アンテナ２に対するパイロッ
トシンボルＭ２は３サブキャリアの周期でパイロットシンボルＭ１に隣接してそれぞれマ
ッピングされる。この態様では、周波数領域で互いに隣接するパイロットシンボルＭ１及
びＭ２はパイロットシンボルのセットを形成することができ、各セットは周波数領域で１
サブキャリアだけ他のセットから間隔をあけられている。同様に、パイロットシンボルＭ
１及びＭ２は間隔ｓ２から２間隔（ＯＦＤＭシンボル）離れた間隔ｓ５にそれぞれ３サブ
キャリアの周期（即ち、３ＯＦＤＭシンボルの周期）でマッピングされる。同一のアンテ
ナに対するパイロットシンボルは時間領域で互い違いに配列される。即ち、アンテナ１に
対するパイロットシンボルＭ１は間隔ｓ２及びｓ５に互い違いにマッピングされる。同様
に、アンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２は間隔ｓ２及びｓ５に互い違いにマッピ
ングされる。パイロットシンボルＭ１及びＭ２はその後、間隔ｓ５から２間隔離れた間隔
ｓ８において間隔ｓ２と同様にしてマッピングされる。同一のアンテナに対するパイロッ
トシンボルは間隔ｓ５及びｓ８に互い違いに配列される。最後に、パイロットシンボルＭ
１及びＭ２は、間隔ｓ８から２間隔離れた間隔ｓ１１において間隔ｓ５と同様にしてマッ
ピングされる。同一のアンテナに対するパイロットシンボルは間隔ｓ８及びｓ１１に互い
違いに配列される。このように、Ｅ－ＭＢＭＳに対するパイロットシンボルは２つのアン
テナに対して１つのサブフレームにマッピングされる。
【００３２】
　そして、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおいて１つのサ
ブフレーム内でパイロット信号をマッピングするプロセスが完了し、ＴＴＩが形成される
。次のサブフレーム内にＥ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスに対するパイロット信号
をマッピングするプロセスは上記プロセスと同一である。
【００３３】
　Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおけるパイロット信号マ
ッピングの第３の実施例を図示する図１ｃを参照する。図１ｃは単一のサブフレーム内で
のパイロット信号マッピングのための配列を示す。ユニキャスト用のＤＬＬ１／Ｌ２制御
チャネルは図１ｃに示すように時間領域で左から右の方向に沿う最初の２間隔を占有する
。ここで、ユニキャスト用のパイロット信号は第１の実施例と同じ態様でマッピングされ
る。説明の簡明化のため、上記実施例と同じ内容の記載は省略する。
【００３４】
　制御チャネルの直後に、Ｅ－ＭＢＭＳにおけるアンテナ１に対するパイロットシンボル
Ｍ１及びアンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２がサブフレームに別個にマッピング
される。図１ｃに示すように、アンテナ１に対するパイロットシンボルＭ１は周波数領域
方向に沿って１サブキャリアの間隔があけられる。即ち、パイロットシンボルＭ１は２サ
ブキャリアの周期を有する。アンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２も１サブキャリ
アの間隔があけられ、即ち、パイロットシンボルＭ２も２サブキャリアの周期を有する。
さらに、アンテナ１に対するパイロットシンボルＭ１及びアンテナ２に対するパイロット
シンボルＭ２は単一の間隔ｓにおいて互いに隣接してマッピングされる。各アンテナに対
するパイロットシンボルは時間領域方向に３ＯＦＤＭシンボルの間隔があけられる。即ち
、各アンテナに対するパイロットシンボルは時間領域方向に４ＯＦＤＭシンボルの周期を
有する。同一のアンテナに対するパイロットシンボルは時間領域で互い違いに配列される
。
【００３５】
　具体的には、図１ｃに示すように各サブフレームにおいてパイロットシンボルＭ１及び
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Ｍ２をマッピングするプロセスにおいて、パイロットシンボルＭ１及びＭ２は時間領域に
４ＯＦＤＭシンボルの周期でマッピングされる。パイロットシンボルＭ１及びＭ２は周波
数領域でそれぞれ間隔ｓ３、ｓ６及びｓ１１に互いに隣接してマッピングされる。即ち、
Ｍ１及びＭ２は周波数領域で隣接している。第３の実施例では、パイロットシンボルＭ１
及びＭ２は周波数領域で第１の実施例と同様にそれぞれの間隔にマッピングされるので、
その説明は省略する。簡単に説明すると、第３の実施例では、パイロットシンボルＭ１及
びＭ２は間隔ｓ３、ｓ６及びｓ１１にそれぞれマッピングされる。このように、Ｅ－ＭＢ
ＭＳ用のパイロットシンボルは２つのアンテナに対して１つのサブフレームでマッピング
される。
【００３６】
　そして、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおいて１フレー
ム内にパイロット信号をマッピングするプロセスは完了し、ＴＴＩが形成される。次のサ
ブフレーム内にＥ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービス用のパイロット信号をマッピング
するプロセスは上記プロセスと同一である。
【００３７】
　Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおけるパイロット信号マ
ッピングの第４の実施例を図示する図１ｄを参照する。図１ｄは単一のサブフレーム内で
のパイロット信号マッピングのための配列を示す。ユニキャスト用のＤＬＬ１／Ｌ２制御
チャネルは図１ｄに示すように時間領域で左から右の方向に沿う最初の２間隔を占有する
。ここで、ユニキャスト用のパイロット信号は第１の実施例と同じ態様でマッピングされ
る。説明の簡明化のため、上記実施例と同じ内容の記載は省略する。
【００３８】
　制御チャネルの直後に、Ｅ－ＭＢＭＳにおけるアンテナ１に対するパイロットシンボル
Ｍ１及びアンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２がサブフレームに別個にマッピング
される。図１ｄに示すように、アンテナ１に対するパイロットシンボルＭ１は周波数領域
方向に沿って２サブキャリアの間隔があけられる。即ち、パイロットシンボルＭ１は３サ
ブキャリアの周期を有する。アンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２も周波数領域方
向に沿って２サブキャリアの間隔があけられ、即ち、パイロットシンボルＭ２も３サブキ
ャリアの周期を有する。さらに、アンテナ１に対するパイロットシンボルＭ１及びアンテ
ナ２に対するパイロットシンボルＭ２は単一の間隔ｓにおいて互いに隣接してマッピング
され、図１ｄに空白間隔として示すように隣接パイロットシンボルＭ１及びＭ２の各対は
他の対から１サブキャリアの間隔があけられる。各アンテナに対するパイロットシンボル
は時間領域方向に２ＯＦＤＭシンボルの間隔があけられる。即ち、各アンテナに対するパ
イロットシンボルは時間領域方向に３ＯＦＤＭシンボルの周期を有する。同一のアンテナ
に対するパイロットシンボルは時間領域で互い違いに配列される。
【００３９】
　具体的には、図１ｄに示すように、パイロットシンボルＭ１及びＭ２は第２の実施例と
同様にそれぞれの間隔にマッピングされる。（第２の実施例の）Ｅ－ＭＢＭＳ用のパイロ
ットシンボルが１ＯＦＤＭシンボルだけ左側にずれている点、即ち、（第４の実施例の）
パイロットシンボルＭ１及びＭ２が間隔ｓ３、ｓ６、ｓ９及びｓ１２にそれぞれマッピン
グされる点で、第４の実施例におけるＥ－ＭＢＭＳ用パイロットシンボルのマッピングは
第２の実施例におけるものと異なる。このように、Ｅ－ＭＢＭＳ用のパイロットシンボル
は２つのアンテナに対して１つのサブフレームにマッピングされる。
【００４０】
　そして、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおいて１フレー
ム内にパイロット信号をマッピングするプロセスは完了し、ＴＴＩが形成される。次のサ
ブフレーム内にＥ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービス用のパイロット信号をマッピング
するプロセスは上記プロセスと同一である。
【００４１】
　Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおけるパイロット信号マ
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ッピングの第５の実施例を図示する図１ｅを参照する。図１ｅは単一のサブフレーム内で
のパイロット信号マッピングのための配列を示す。ユニキャスト用のＤＬＬ１／Ｌ２制御
チャネルは図１ｅに示すように時間領域で左から右の方向に沿う最初の３間隔を占有する
。ここで、ユニキャスト用のパイロット信号は第１の実施例と同じ態様でマッピングされ
る。説明の簡明化のため、上記実施例と同じ内容の記載は省略する。
【００４２】
　制御チャネルの直後に、Ｅ－ＭＢＭＳにおけるアンテナ１に対するパイロットシンボル
Ｍ１及びアンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２がサブフレームに別個にマッピング
される。図１ｅに示すように、アンテナ１に対するパイロットシンボルＭ１は周波数領域
方向に沿って１サブキャリアの間隔があけられる。即ち、パイロットシンボルＭ１は２サ
ブキャリアの周期を有する。アンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２も１サブキャリ
アの間隔があけられ、即ち、パイロットシンボルＭ２も２サブキャリアの周期を有する。
さらに、アンテナ１に対するパイロットシンボルＭ１及びアンテナ２に対するパイロット
シンボルＭ２は単一の間隔ｓにおいて互いに隣接してマッピングされる。各アンテナに対
するパイロットシンボルは時間領域方向に３ＯＦＤＭシンボルの間隔があけられる。即ち
、各アンテナに対するパイロットシンボルは時間領域方向に４ＯＦＤＭシンボルの周期を
有する。同一のアンテナに対するパイロットシンボルは時間領域で互い違いに配列される
。
【００４３】
　具体的には、図１ｅに示すように各サブフレームにおいてパイロットシンボルＭ１及び
Ｍ２をマッピングするプロセスにおいて、パイロットシンボルＭ１及びＭ２は時間領域に
４ＯＦＤＭシンボルの周期でマッピングされる。パイロットシンボルＭ１及びＭ２は周波
数領域でそれぞれ間隔ｓ４、ｓ７及びｓ１２に互いに隣接してマッピングされる。即ち、
Ｍ１及びＭ２は周波数領域で隣接している。第５の実施例では、パイロットシンボルＭ１
及びＭ２は周波数領域で第３の実施例と同様にそれぞれの間隔にマッピングされる。（第
３の実施例の）Ｅ－ＭＢＭＳ用のパイロットシンボルが１ＯＦＤＭシンボルだけ左側にず
れている点、即ち、（第５の実施例の）パイロットシンボルＭ１及びＭ２が間隔ｓ４、ｓ
７及びｓ１２にそれぞれマッピングされる点で、第５の実施例におけるＥ－ＭＢＭＳ用パ
イロットシンボルのマッピングは第３の実施例におけるものと異なる。このように、Ｅ－
ＭＢＭＳ用のパイロットシンボルは２つのアンテナに対して１つのサブフレームにマッピ
ングされる。
【００４４】
　そして、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおいて１フレー
ム内にパイロット信号をマッピングするプロセスは完了し、ＴＴＩが形成される。次のサ
ブフレーム内にＥ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービス用のパイロット信号をマッピング
するプロセスは上記プロセスと同一である。
【００４５】
　Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおけるパイロット信号マ
ッピングの第６の実施例を図示する図１ｆを参照する。図１ｆは単一のサブフレーム内で
のパイロット信号マッピングのための配列を示す。ユニキャスト用のＤＬＬ１／Ｌ２制御
チャネルは図１ｆに示すように時間領域で左から右の方向に沿う最初の３間隔を占有する
。ここで、ユニキャスト用のパイロット信号は第１の実施例と同じ態様でマッピングされ
る。説明の簡明化のため、上記実施例と同じ内容の記載は省略する。
【００４６】
　制御チャネルの直後に、Ｅ－ＭＢＭＳにおけるアンテナ１に対するパイロットシンボル
Ｍ１及びアンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２がサブフレームに別個にマッピング
される。図１ｆに示すように、アンテナ１に対するパイロットシンボルＭ１は周波数領域
方向に沿って２サブキャリアの間隔があけられる。即ち、パイロットシンボルＭ１は３サ
ブキャリアの周期を有する。アンテナ２に対するパイロットシンボルＭ２も周波数領域方
向に沿って２サブキャリアの間隔があけられ、即ち、パイロットシンボルＭ２も３サブキ
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ャリアの周期を有する。さらに、アンテナ１に対するパイロットシンボルＭ１及びアンテ
ナ２に対するパイロットシンボルＭ２は単一の間隔ｓにおいて互いに隣接してマッピング
され、図１ｆに空白間隔として示すように隣接パイロットシンボルＭ１及びＭ２の各対は
他の対から１サブキャリアの間隔があけられる。各アンテナに対するパイロットシンボル
は時間領域方向に３ＯＦＤＭシンボルの間隔があけられる。即ち、各アンテナに対するパ
イロットシンボルは時間領域方向に４ＯＦＤＭシンボルの周期を有する。同一のアンテナ
に対するパイロットシンボルは時間領域で互い違いに配列される。
【００４７】
　具体的には、図１ｆに示すように、パイロットシンボルＭ１及びＭ２は第２の実施例と
同様にそれぞれの間隔にマッピングされる。Ｅ－ＭＢＭＳ用のパイロットシンボルＭ１、
Ｍ２が第２及び第４の実施例における４個の間隔ではなく３個の間隔ｓ４、ｓ８及びｓ１
２にマッピングされる点で、第６の実施例におけるＥ－ＭＢＭＳ用パイロットシンボルの
マッピングは第２の実施例におけるものと異なる。このように、Ｅ－ＭＢＭＳ用のパイロ
ットシンボルは２つのアンテナに対して１つのサブフレームにマッピングされる。
【００４８】
　そして、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおいて１フレー
ム内にパイロット信号をマッピングするプロセスは完了し、ＴＴＩが形成される。次のサ
ブフレーム内にＥ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービス用のパイロット信号をマッピング
するプロセスは上記プロセスと同一である。
【００４９】
　以上に、Ｅ－ＭＢＭＳ及びユニキャストサービスの時分割多重モードにおける複数の送
信アンテナに対するユニキャスト及びＥ－ＭＢＭＳサービス用のパイロット信号マッピン
グの種々の実施例を記載した。その後、マルチ送信アンテナシステムはマッピングされた
パイロットシンボルを送信する。受信側で、モバイルフォン、ポータブルコンピュータ、
パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）等のような移動体通信端末はパイロット信号
を受信し、その端末のデバイスは受信パイロット信号に基づいてユニキャスト及びＥ－Ｍ
ＢＭＳサービスのためのチャネル推定を実行する。
【００５０】
　図２に、本発明の実施例による、ユニキャスト及びブロードキャスト／マルチキャスト
パイロット信号をマッピングするための装置のブロック図を示す。本発明のパイロット信
号マッピングのための装置は、パイロットシンボル生成器２１、ユニキャストパイロット
シンボル・マッピングテンプレート生成器２２、Ｅ－ＭＢＭＳパイロットシンボル・マッ
ピングテンプレート生成器２３及びパイロット信号合成器２４を備える。
【００５１】
　ここで、本発明のパイロット信号マッピングのための装置の動作を説明する。パイロッ
トシンボル生成器２１はユニキャスト及びＥ－ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシン
ボルを生成し、生成されたパイロットシンボルをユニキャストパイロットシンボル・マッ
ピングテンプレート生成器２２及びＥ－ＭＢＭＳパイロットシンボル・マッピングテンプ
レート生成器２３にそれぞれ供給する。本発明における一例として、パイロットシンボル
生成器２１は標準ＱＰＳＫ変調を採用することができ、ここではＲ＝１／３である。ユニ
キャストパイロットシンボル・マッピングテンプレート生成器２２は、パイロットシンボ
ル生成器２１から供給されたパイロットシンボルに基づいて、上記第１から第６の実施例
に記載された方法のいずれか１つに従って２つのアンテナに対してユニキャストサービス
のチャネル推定のためのパイロットシンボルをマッピングする。Ｅ－ＭＢＭＳパイロット
シンボル・マッピングテンプレート生成器２３は、パイロットシンボル生成器２１から供
給されたパイロットシンボルに基づいて、上記第１から第６の実施例に記載された方法の
いずれか１つに従って２つのアンテナに対してユニキャストサービスのチャネル推定のた
めのパイロットシンボルをマッピングする。ユニキャストパイロットシンボル・マッピン
グテンプレート生成器２２及びＥ－ＭＢＭＳパイロットシンボル・マッピングテンプレー
ト生成器２３によってマッピングされたパイロットシンボルはパイロット信号合成器２４
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に供給され、それはデータシンボル生成器（不図示）から供給されたデータと２つのアン
テナにマッピングされたユニキャスト及びＥ－ＭＢＭＳサービス用パイロットシンボルを
、サブフレーム内にパイロット信号を得るように多重化する。その後、得られた信号がこ
れらの送信アンテナを介して送信される。
【００５２】
　ここで、ユニキャスト及びブロードキャスト／マルチキャストパイロット信号を１サブ
フレームにマッピングするプロセスを示す図３を参照する。まず、ユニキャスト及びＥ－
ＭＢＭＳサービス用のパイロットシンボルがブロックａでパイロットシンボル生成器によ
って生成される。そして、生成されたパイロットシンボルは、上記第１から第６の実施例
に記載した方法のいずれか１つに従って４本のブランチに分割される。１サブフレーム内
のユニキャストサービス用のパイロットシンボルｕ１はブロックｂ１のブランチで第１の
アンテナにマッピングされる。１サブフレーム内のユニキャストサービス用のパイロット
シンボルｕ２はブロックｂ２のブランチで第２のアンテナにマッピングされる。１サブフ
レーム内のＥ－ＭＢＭＳサービス用のパイロットシンボルＭ１はブロックｃ１のブランチ
で第１のアンテナにマッピングされる。１サブフレーム内のＥ－ＭＢＭＳサービス用のパ
イロットシンボルＭ２はブロックｃ２のブランチで第２のアンテナにマッピングされる。
なお、ｂ１からｃ２のブランチは並列に処理されることができる。その後、ブロックｄで
、２つのアンテナにマッピングされたユニキャスト及びＥ－ＭＢＭＳサービス用のパイロ
ットシンボルは、上記第１から第６の実施例のいずれかに記載したパイロット信号を得る
ように時分割多重される。次に、得られたパイロット信号は、サブフレームで送信される
信号を得るために、ブロックｅにおいてデータシンボル生成器（不図示）によって生成さ
れたデータシンボルと合成され、得られた合成信号は複数の送信アンテナを介して送信さ
れる。
【００５３】
　なお、第１から第６の実施例において複数の送信アンテナにパイロット信号をマッピン
グするための方法間での主な相違は、Ｅ－ＭＢＭＳ用のパイロット信号のマッピング及び
制御チャネルによって占有される間隔である。第１、第３及び第５の実施例（図１ａ、１
ｃ及び１ｅ参照）はＥ－ＭＢＭＳ用パイロット信号のマッピングの観点で類似するもので
あり、それらは、Ｅ－ＭＢＭＳのチャネル推定のためのパイロット信号が１サブフレーム
内で時間領域において間隔があけられるＯＦＤＭシンボル数において異なる。
【００５４】
　図４に、本発明の実施例による、ユニキャスト及びＭＢＭＳサービスの多重モードにお
いて複数の送信アンテナにパイロット信号をマッピングするための方法のフローチャート
を示す。
【００５５】
　ステップＳ４１で、ユニキャスト及びＥ－ＭＢＭＳサービスのためのパイロットシンボ
ルが生成される。ステップＳ４２で、時分割多重されたパイロット信号を得るために、ユ
ニキャスト及びＥ－ＭＢＭＳサービス用のパイロットシンボルが複数の送信アンテナにそ
れぞれマッピングされる。次に、ステップＳ４３で、ユニキャスト及びＭＢＭＳサービス
の時分割多重モードにおける合成信号を得るために、サブフレームにパイロットシンボル
がマッピングされないＯＦＤＭシンボルがデータシンボルで満たされる。ステップＳ４４
で、合成信号が複数の送信アンテナを介して送信される。ステップＳ４５で、受信側にお
いて、ユニキャスト及びＭＢＭＳサービス用のチャネル推定が受信パイロット信号に基づ
いてそれぞれ実行される。
【００５６】
　図５－７はそれぞれ本発明の実施例に従ってマッピングされたパイロット信号のブロッ
クエラーレート（ＢＬＥＲ）及びデータスループットを示すブロック図である。
【００５７】
　Ｅ－ＭＢＭＳのためのパイロット信号テンプレートのＢＬＥＲ性能をテストするプロセ
スにおいて、ＱＰＳＫ変調はＲ＝１／３で採用され、ターボチャネル符号化が利用される
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。ＭＩＭＯ（複数入力／複数出力）送信手法は２つのブランチによる空間分割多重技術を
採用し、車載速度（in-vehicle speed）は３０ｋｍ／ｈ、１２０ｋｍ／ｈ及び３５０ｋｍ
／ｈである。
【００５８】
　図５ａ及び５ｂは、制御チャネルが１つの間隔を占有する場合における第１及び第２の
実施例のパイロット信号マッピングテンプレートのＢＬＥＲ及びデータスループットの性
能曲線を示す。図６ａ及び６ｂは、制御チャネルが２個の間隔を占有する場合における第
３及び第４の実施例のパイロット信号マッピングテンプレートのＢＬＥＲ及びデータスル
ープットの性能曲線を示す。図７ａ及び７ｂは、制御チャネルが３個の間隔を占有する場
合における第５及び第６の実施例のパイロット信号マッピングテンプレートのＢＬＥＲ及
びデータスループットの性能曲線を示す。
【００５９】
　図５ａ及び５ｂに示すように、ユーザ機器（ＵＥ）が上記のそれぞれの速度にあるとき
に、第１及び第２の実施例のパイロット信号マッピングテンプレートのＢＬＥＲはＵＥの
速度とともに上昇し、特に、より高いＳＮＲ（信号対ノイズ比）で良くなる。例えば、３
０ｋｍ／ｈの場合と比べて、１２０ｋｍ／ｈの場合では、２つのテンプレートのＢＬＥＲ
はそれぞれ約０.３６ｄＢ又は０.２ｄＢのゲインを達成する。性能ゲインはＵＥ速度が増
加するにつれて増加する。さらに、データスループットの観点では、第２の実施例のパイ
ロット信号マッピングテンプレートのスループットは、ＳＮＲ＝６ｄＢで平均０.１２１
Ｍｂｐｓのゲインに達し、ＳＮＲ＝８ｄＢで０.１４４Ｍｂｐｓのゲインに達する。
【００６０】
　図６ａ及び６ｂに示すように、ユーザ機器（ＵＥ）が上記のそれぞれの速度にあるとき
に、第３及び第４の実施例のパイロット信号マッピングテンプレートのＢＬＥＲはＵＥの
速度とともに上昇し、特に、より高いＳＮＲで良くなる。例えば、３０ｋｍ／ｈの場合と
比べて、１２０ｋｍ／ｈの場合では、２つのテンプレートのＢＬＥＲは約０.２ｄＢのゲ
インをそれぞれ達成する。性能ゲインはＵＥ速度が増加するにつれて増加する。さらに、
データスループットの観点では、第４の実施例のパイロット信号マッピングテンプレート
のスループットは、ＳＮＲ＝６ｄＢで平均０.１４６Ｍｂｐｓのゲインに達し、ＳＮＲ＝
８ｄＢで０.１５８Ｍｂｐｓのゲインに達する。
【００６１】
　図７ａ及び７ｂに示すように、ユーザ機器（ＵＥ）が上記のそれぞれの速度にあるとき
に、第６の実施例のパイロット信号マッピングテンプレートは第５の実施例のものよりも
大きいＳＮＲロスを有する。より大きい性能ロスは周波数及び時間領域における大きいパ
イロット間隔に起因する。ＢＬＥＲはＵＥの速度とともに上昇し、特に、より高いＳＮＲ
で良くなる。さらに、データスループットの観点では、第６の実施例のパイロット信号マ
ッピングテンプレートのスループットは、第５の実施例に比べて、ＳＮＲ＝１２ｄＢで平
均０.５２５Ｍｂｐｓのゲインに達する。
【００６２】
　なお、本発明は前述の実施例に限定されず、他の技術分野にも拡張されることができる
。本発明はパイロット信号を関与させるあらゆる設計で検討されることができ、本発明の
技術的解決手段は他の関連する製品又は方法に適用されることができる。
【００６３】
　本発明が好ましい実施例によって上述された。当業者であれば本発明の範囲内で本発明
に対して種々の変形、代替及び付加を行うことができる。従って、本発明の範囲は上記の
具体的実施例に限定されず、以下に添付する特許請求の範囲によって規定されるべきであ
る。
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